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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】部品が収容されたパレットを無動力で無人搬送
車に積み込むことのできる積込装置を提供する。
【解決手段】本積込装置１は、部品２が収容されるパレ
ット３を滑動させる滑動面５を有し、該滑動面５が下方
傾斜する積込シュータ４と、該積込シュータ４の滑動面
５の下端に備えられ、パレット３の滑動を停止及び開放
するシュータ側ストッパ１１と、搬送台車６に備えられ
、パレット３を滑動させる滑動面１０を有し、該滑動面
１０が積込シュータ４の滑動面５と略同一平面を形成す
るように下方傾斜する受け台８と、を備えているので、
部品２が収容されたパレット３を無動力で搬送台車６に
積み込むことができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無人搬送車に部品をパレットと共に積み込む積込装置であって、
　該積込装置は、部品が収容されるパレットを滑動させる滑動面を有し、該滑動面が下方
傾斜する積込シュータと、
　該積込シュータの滑動面の下端に備えられ、前記パレットの滑動を停止及び開放するシ
ュータ側ストッパと、
　前記無人搬送車に備えられ、前記パレットを滑動させる滑動面を有し、該滑動面が前記
積込シュータの滑動面と略同一平面を形成するように下方傾斜する受け台と、
を備えたことを特徴とする積込装置。
【請求項２】
　前記パレットには、該パレット内に各部品を収容した際の全体の重心がパレットの滑動
側に位置するように部品収容区域が設定されることを特徴とする請求項１に記載の積込装
置。
【請求項３】
　前記受け台の滑動面の下端に、前記パレットの滑動を停止させる受け台側ストッパが備
えられることを特徴とする請求項１または２に記載の積込装置。
【請求項４】
　前記パレットの前記部品収容区域には、部品を整列させてパレット内での部品の移動を
規制する規制手段が形成されることを特徴とする請求項２または３に記載の積込装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、部品が収容されたパレットを無人搬送車に積み込む際に使用する積込装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、例えば、トラック等により運搬されて来た、部品が収容されたパレットは、
フォークリフトを使用して無人搬送車に積み込まれていた。
　しかしながら、このフォークリフトによる積込作業は非常に煩雑であり、スペースも確
保する必要があり、フォークリフトに替わる積込手段が要求されてきた。しかも、積込手
段は、効率化を図るため、アクチュエータ等を使用せずに無動力で構築する必要があった
。
【０００３】
　なお、特許文献１には、容器を運搬する搬送車上に、第１支点を介して転送板を傾動自
在に設け、この転送板の一側端部に搬送車の走行方向と直交する方向の突杆を突設し、更
に搬送車が走行する方向と平行に、搬送車と共に移行して来た突杆を押し下げて移行させ
る押下案内横杆と、この押下案内横杆に続いて突杆の移行によって押し下げられる押上案
内横杆とを設け、前記押下案内横杆に近接して、搬送車の走行方向と直交する方向に往路
転送部を設け、更に往路転送部に続いて、搬送車の走行方向と平行に方向変換部を設け、
この方向変換部に続いて搬送車の走行方向と直交する方向に復路転送部を設けた部品収容
容器の自動積み降ろし装置が開示されている。
【特許文献１】実開平７－９４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように、部品が収容されたパレットを無人搬送車に積み込む際には、その作業
効率を向上させるためフォークリフトに替わる積込手段が要求されてきた。しかも、該積
込手段は無動力による構成が不可欠である。
　また、特許文献１の容器の自動積み降ろし装置では、アクチュエータを使用しており採
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用することはできない。
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、部品が収容されたパレットを無動力
で無人搬送車に積み込むことのできる積込装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の積込装置は、部品が収容されるパレットを滑動さ
せる滑動面を有し、該滑動面が下方傾斜する積込シュータと、該積込シュータの滑動面の
下端に備えられ、前記パレットの滑動を停止及び開放するシュータ側ストッパと、前記無
人搬送車に備えられ、前記パレットを滑動させる滑動面を有し、該滑動面が前記積込シュ
ータの滑動面と略同一平面を形成するように下方傾斜する受け台と、を備えたことを特徴
としている。
　これにより、例えば、トラック等にて運搬されて来た、部品が収容されたパレットを、
無動力で無人搬送車に積み込むことができる。
　なお、本発明の積込装置の各種態様およびそれらの作用については、以下の発明の態様
の項において詳しく説明する。
【０００７】
（発明の態様）
　以下に、本願において特許請求が可能と認識されている発明（以下、「請求可能発明」
という場合がある。）の態様をいくつか例示し、それらについて説明する。なお、各態様
は、請求項と同様に、項に区分し、各項に番号を付して、必要に応じて他の項を引用する
形式で記載する。これは、あくまでも請求可能発明の理解を容易にするためであり、請求
可能発明を構成する構成要素の組み合わせを、以下の各項に記載されたものに限定する趣
旨ではない。つまり、請求可能発明は、各項に付随する記載、実施の形態等を参酌して解
釈されるべきであり、その解釈に従う限りにおいて、各項の態様にさらに他の構成要件を
付加した態様も、また、各項の態様から構成要件を削除した態様も、請求可能発明の一態
様となり得るのである。なお、以下の各項において、（１）項～（４）項の各々が、請求
項１～４の各々に相当する。
【０００８】
　（１）無人搬送車に部品をパレットと共に積み込む積込装置であって、該積込装置は、
部品が収容されるパレットを滑動させる滑動面を有し、該滑動面が下方傾斜する積込シュ
ータと、該積込シュータの滑動面の下端に備えられ、前記パレットの滑動を停止及び開放
するシュータ側ストッパと、前記無人搬送車に備えられ、前記パレットを滑動させる滑動
面を有し、該滑動面が前記積込シュータの滑動面と略同一平面を形成するように下方傾斜
する受け台と、を備えたことを特徴とする積込装置。
　（１）項の積込装置では、例えば、トラック等によって運搬されて来た、部品が収容さ
れたパレットが積込シュータの滑動面の上端に搬送されると、パレットは積込シュータの
滑動面をその傾斜に沿って滑動して、積込シュータの滑動面の下端に備えたシュータ側ス
トッパによりその滑動が停止される。その後、無人搬送車が積込シュータの滑動面の下端
に到着すると、シュータ側ストッパが解除されて、積込シュータの滑動面上のパレットは
無人搬送車に備えられた受け台上の滑動面を滑動して、該無人搬送車に積み込まれる。
【０００９】
　（２）前記パレットには、該パレット内に各部品を収容した際の全体の重心がパレット
の滑動側に位置するように部品収容区域が設定されることを特徴とする（１）項に記載の
積込装置。
　（２）項の積込装置では、パレットが積込シュータの滑動面及び無人搬送車に備えた受
け台上の滑動面をスムーズに滑動するようになる。
【００１０】
　（３）前記受け台の滑動面の下端に、前記パレットの滑動を停止させる受け台側ストッ
パが備えられることを特徴とする（１）項または（２）項に記載の積込装置。
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　（３）項の積込装置では、パレットが無人搬送車に備えた受け台上の滑動面を滑動する
際、受け台側ストッパによりその滑動が停止され、パレットを無人搬送車に安定して積み
込むことができる。
【００１１】
　（４）前記パレットの前記部品収容区域には、部品を整列させてパレット内での部品の
移動を規制する規制手段が形成されることを特徴とする（２）項または（３）項に記載の
積込装置。
　（４）項の積込装置では、パレットが積込シュータの滑動面及び無人搬送車に備えた受
け台上の滑動面を滑動している際、規制手段によりパレット内の部品が転倒したり、整列
状態が崩れ部品同士が衝突するのを防ぐ。
【００１２】
　（５）前記規制手段は、複数の仕切棒を部品形状に沿って規則的に立設して構成される
ことを特徴とする（４）項に記載の積込装置。
　（５）項の積込装置では、規制手段を効果的に機能させることができる。
【００１３】
　（６）前記積込シュータ及び前記受け台の各滑動面は、複数の自由回転ローラを傾斜方
向に沿って並設して構成されることを特徴とする（１）項～（５）項のいずれかに記載の
積込装置。
　（６）項の積込装置では、パレットを容易に滑動させることができる。
【００１４】
　（７）前記無人搬送車は、搬送台車が搬送自走車上に一体的に連結される積載型の搬送
自走車であることを特徴とする（１）項～（６）項のいずれかに記載の積込装置。
　（７）項の積込装置は、積載型の搬送自走車が採用される際に特に有効である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、部品が収容されたパレットを無動力で無人搬送車に積み込むことので
きる積込装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図１～図４に基いて詳細に説明する。
　本発明の実施の形態に係る積込装置１は、例えば、トラック等により運搬されて来た、
自動車等の部品２が収容されたパレット３を無人搬送車、具体的には搬送自走車７上に一
体的に積載された搬送台車６に積み込む際に使用されるものである。なお、本積込装置１
は、搬送自走車で搬送台車を牽引するタイプや搬送自走車上に積込（収容）部位を有する
タイプ等の無人搬送車にも適用することができる。
　本積込装置１は、図１～図３に示すように、パレット３を滑動させる滑動面５を有し、
該滑動面５が下方傾斜する積込シュータ４と、該積込シュータ４の滑動面５の下端に備え
られ、パレット３の滑動を停止及び開放するシュータ側ストッパ１１と、搬送台車６に備
えられ、パレット３を滑動させる滑動面１０を有し、該滑動面１０が積込シュータ４の滑
動面５と略同一平面を形成するように下方傾斜する受け台８と、受け台８の滑動面１０の
下端に備えられ、前記パレット３の滑動を停止させる受け台側ストッパ１２とを備えてい
る。
【００１７】
　積込シュータ４は、図１及び図２に示すように、有脚構造が採用されており、平面視略
矩形状の滑動面５が形成されている。この滑動面５は下方傾斜しており、その傾斜角度は
、本実施の形態では略５°に設定されている。また、この滑動面５の幅方向（傾斜方向と
直交する方向）両端縁にはパレット３の滑動をガイドするガイド板１９、１９がそれぞれ
備えられている。滑動面５は、幅方向両端部に配置される一対の自由回転ローラ５ａを傾
斜方向に沿って複数並設して構成されており、各自由回転ローラ５ａによりパレット３の
滑動を容易にしている。
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　また、積込シュータ４の滑動面５の下端には、その幅方向略中間位置にパレット３の滑
動を停止及び開放するシュータ側ストッパ１１が備えられている。このシュータ側ストッ
パ１１は、そのフック部が矢印方向（図３参照）に回動可能に構成されている。なお、シ
ュータ側ストッパ１１を、積込シュータ４の滑動面５の下端でその幅方向両端に２個配置
してもよい。
【００１８】
　搬送自走車７は、床面の所定経路に敷設された走行磁気テープに沿って自走するもので
、図３に示すように、搬送自走車７上に搬送台車６が一体的に備えられた、所謂、積載型
の搬送自走車７である。なお、搬送自走車７は、具体的に図示しないが、互いに独立回転
する左右一対の駆動輪ユニットと、前記走行磁気テープを検知する磁気検知センサーと、
所定距離離れた障害物を検知する障害物検知センサーと、前端に突出し、障害物に衝突し
たことを検知する安全バンパーとを少なくとも備えている。
　また、図１及び図３に示すように、搬送台車６上には受け台８が備えられている。該受
け台８上にも滑動面１０が形成され、受け台８上の滑動面１０は積込シュータ４の滑動面
５の傾斜角度と略同じ角度で、且つ積込シュータ４の滑動面５と略同一平面を形成するよ
うに下方傾斜している。また、受け台８の滑動面１０は、積込シュータ４の滑動面５と同
様に、幅方向両端部に配置される一対の自由回転ローラ１０ａを傾斜方向に沿って複数並
設して構成され、各自由回転ローラ１０ａによりパレット３の滑動を容易にしている。
　また、受け台８の滑動面１０の下端には、その幅方向略中間位置に受け台側ストッパ１
２が備えられており、該受け台側ストッパ１２により受け台８の滑動面１０を滑動するパ
レット３を停止させて、パレット３を受け台８上（搬送台車６）に安定して積載すること
ができる。
【００１９】
　パレット３は、図１及び図３に示すように、平面視略矩形状の収容部１４が形成される
。また、パレット３の収容部１４には、パレット３内に各部品２を収容した際の全体の重
心がパレット３の滑動側に位置するように部品収容区域（図１の斜線で示されている範囲
）１４ａが設定される。つまり、パレット３内の部品収容区域１４ａは、パレット３の長
手方向の一端側に偏った範囲に設定されることになる。
　パレット３の部品収容区域１４ａには、図１及び図３に示すように、部品２を整列させ
てパレット３内での部品２の移動を規制する規制手段１５が形成される。この規制手段１
５は、本実施の形態では、例えば、複数の仕切棒１６が、パレット３の滑動時、各部品２
が転倒しないように、且つ各部品２が移動して互いに接触せずに整然と整列できるように
、規則的にそれぞれ立設されて構成されている。この規制手段１５は、部品２の形状及び
数量に基いて、形状及び数量等が適宜決定される。
　なお、図４にはパレット３の他の実施形態を示すが、この他の実施形態に係るパレット
３は、平面視略矩形状の底板２０の４隅に支柱２１をそれぞれ立設させて、各支柱２１を
複数の線材２２（本実施の形態では４本）により繋いで構成され、その内部に収容部１４
が形成される。このパレット３は、主に、自動車の車体部品のカウル等が収容される。
【００２０】
　次に、本発明の実施の形態に係る積込装置１の作用を説明する。
　まず、部品２が収容されたパレット３が、例えばトラックにより運搬されて搬送される
が、パレット３内の部品収容区域１４ａには、各部品２が各仕切棒１６により整然と整列
して収容されている。
　次に、パレット３がトラックの荷台から積込シュータ４の滑動面５の上端に搬送される
。すると、パレット３は、積込シュータ４の滑動面５（各自由回転ローラ５ａ上）をその
傾斜に沿って滑動する。この時、各自由回転ローラ５ａによりパレット３の滑動が容易と
なる。
　次に、積込シュータ４の滑動面５を滑動するパレット３は、滑動面５の下端に設けたシ
ュータ側ストッパ１１によりその滑動が停止される。
　次に、積込シュータ４の滑動面５の下端に、搬送自走車７の搬送台車６が到着すると、
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面上に位置し、その後、受け台８の上端の一部位が積込シュータ４のシュータ側ストッパ
１１のストッパ解除部（図示略）を押圧することで、該シュータ側ストッパ１１のフック
部が下方に回動して、パレット３の滑動が開放される。すると、パレット３が、積込シュ
ータ４の滑動面５（各自由回転ローラ５ａ上）から搬送台車６の受け台８上の滑動面１０
（各自由回転ローラ１０ａ上）を滑動し、受け台側ストッパ１２により停止されて安定し
て搬送台車６に積み込まれる。
　その後、搬送自走車７が所定経路を走行し、搬送台車６のパレット３内から各部品２が
製造工程に供給される。
【００２１】
　以上説明したように、本発明の実施の形態に係る積込装置１では、パレット３を滑動さ
せる滑動面５を有し、該滑動面５が下方傾斜する積込シュータ４と、該積込シュータ４の
滑動面５の下端に備えられ、パレット３の滑動を停止及び開放するシュータ側ストッパ１
１と、搬送台車６に備えられ、パレット３を滑動させる滑動面１０を有し、該滑動面１０
が積込シュータ４の滑動面５と略同一平面を形成するように下方傾斜する受け台８とを備
えている。
　これにより、トラック等で運搬されて来たパレット３を搬送自走車７の搬送台車６に積
み込む際、従来のようにフォークリフトを使用することなく、簡単に搬送台車６に積み込
むことができ、作業効率を向上させることができる。
【００２２】
　しかも、本発明の実施の形態に係る積込装置１では、パレット３を、アクチュエータ等
の動力源を使用せず無動力で搬送台車６に積み込むことができるので非常に効果的である
。
　また、本積込装置１では、受け台８の下端に、パレット３を停止させる受け台側ストッ
パ１２を備えているので、パレット３を受け台８上（搬送台車６）に安定して積み込むこ
とができる。
　さらに、パレット３には、該パレット３内に各部品２を収容した際の全体の重心がパレ
ット３の滑動側に位置するように部品収容区域１４ａが設定されるので、パレット３を積
込シュータ４及び受け台８の各滑動面５、１０をスムーズに滑動させることができる。さ
らに、パレット３の部品収容区域１４ａには、パレット３内での各部品２に移動を規制す
る規制手段１５を形成しているので、パレット３が積込シュータ４の滑動面５及び搬送台
車６に備えた受け台８上の滑動面１０を滑動している間、パレット３内の各部品２が転倒
したり、各部品２同士が衝突するのを防ぐ。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る積込装置であり、パレットを搬送台車に積み
込む様子を示した平面図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係る積込装置の構成部材である積込シュータの斜
視図である。
【図３】図３は、本積込装置によりパレットを搬送台車に積み込む様子を示した側面図で
ある。
【図４】図４は、パレットの他の実施形態を示した斜視図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　積込装置，２　部品，３　パレット，４　積込シュータ，５、１０　滑動面，５ａ
、１０ａ　自由回転ローラ，６　搬送台車，７　搬送自走車，８　受け台，１１　シュー
タ側ストッパ，１２　受け台側ストッパ，１４ａ　部品収容区域，１５　規制手段，１６
　仕切棒，
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